
　令和元年度から開始した「地域支え合い体制づくり
事業補助制度」について、昨年度は、お楽しみ会、た
んぽ会、敬老会など36自治会で活用されました。
　令和５年度も引き続き、自治会で行う、地域支え
合い体制事業の費用の一部を助成します。
■対象事業
　自治会が行う事業で、主に75歳以上の方を対象と
して行う地域支え合い事業（敬老会、たんぽ会、お楽
しみ会、クリスマス会など）
■補助対象者
　75歳以上（当該年度中に75歳に到達する方含む）の
在宅者で住民基本台帳に記載されている方
■助成額
　上記の人数×2,000円（年度中１回限り）
■手続き
　計画書等を福祉課町民福祉班へ提出してください。
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地域支え合い体制づくり事業
補助制度のお知らせ

■お問い合わせ先
　福祉課町民福祉班（TEL29－3925）

　令和５年度分（令和５年７月～令和６年６月分ま
で）の免除等の受付は、令和５年７月１日から開始さ
れます。
　保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡と
いった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺
族基礎年金を受けられない場合があります。
　経済的な理由等で国民保険料を納付することが困
難な場合は、保険料の納付が免除・猶予となる「保険
料免除制度」や「納付猶予制度（50歳未満）」があります
ので、手続きをしてください。
　また、申請時点の２年１か月前の月分までさかの
ぼって申請することができますので、申請を忘れて
いた期間がある方は、町民課国民年金窓口または鷹
巣年金事務所へご相談ください。

令和５年度
国民年金保険料免除の

申請について

■お問い合わせ先
　町民課町民生活班（TEL29－3906）
　鷹巣年金事務所（TEL0186－62－1490）

■お問い合わせ先　建設課建設班（TEL29ー3910）
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